
 

＜案＞ 

真庭都市計画整備、開発及び保全の方針の変更 

（ 岡 山 県 決 定 ） 

 

 

都市計画整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

Ⅰ 真庭都市計画整備、開発及び保全の方針 

   「別添のとおり」 

 

 

 

 

（変更の理由） 

更なる人口減少、少子化・高齢化の進行により、持続可能な都市運営の必要性がます

ます高まっていることから、集約型都市構造による持続可能な都市の実現を目指し、す

べての世代が住みたいと感じる（＝魅力ある）都市づくりを進めていくため、都市計画

区域マスタープランの見直しを行うものである。 

 

  



 

＜案＞ 

真庭都市計画整備、開発及び保全の方針の変更 

（ 岡 山 県 決 定 ） 

 

 

変更理由書 

 

本県では、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を平成 16（2004）年５

月に策定し、その後、市町村合併等による都市計画区域の再編や社会情勢の変化等にあわせ

て、随時改定を行ってきた。平成 29（2017）年３月には、人口減少の進行や低密度な市街地

の拡散に対応した、公共交通を軸に拠点が連携する都市構造による持続可能な都市づくりを

推進していくことなどを柱とし、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を

改定した。 

その後も人口減少や少子化・高齢化が進行する中、市街化区域では人口密度が増加し、駅

等の拠点への人口集積が進みつつあるものの、更なる人口減少、少子化・高齢化への対応や

中心市街地の衰退が見られる地域への対応などが課題となっている。また、マイカー利用の

増加などによる公共交通利用者数の減少に加え、ドライバー等の人手不足の深刻化の影響な

どにより、路線バス等の廃止や減便が見られ、公共交通の利便性が低下するなどの問題が生

じている。さらに、税収入の減少や福祉施策等の行政コストの増大に伴う行政経費の制約が

あるなかで、都市基盤の整備や維持管理コストが増大することにより、適切な都市的サービ

スの水準を維持できなくなることが懸念される。 

加えて、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラ

ルの実現に向けて、脱炭素に資する都市づくりが求められている。 

これらの課題を解決するためには、引き続き、公共交通を軸にした集約型都市構造による

持続可能な都市の実現を目指し、すべての世代が住みたいと感じる（＝魅力ある）都市づく

りを進めることが必要であり、地域の実情に応じた持続可能な魅力ある都市の将来像を示し

ていくことが求められている。また、頻発、激甚化する自然災害や南海トラフ地震・断層型

地震の発生等が懸念されており、災害に強いまちづくりも必要になっていることから、令和

２（2020）年に都市再生特別措置法が改正され、都市のコンパクト化と併せて災害に強いま

ちづくりを進めるため、居住や都市機能の誘導を図る上で、自然災害から生命や財産等を守

るために必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針（防災指針）を立地適

正化計画に定めることとされている。 

このような状況を踏まえ、各都市計画区域マスタープランの見直しを行うものである。 
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Ⅰ. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しにあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

真庭都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 【 2 】 

 

 



 

真庭都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 【 3 】 

 

1.基本的な考え方 

(1)位置づけと役割 

①位置づけ 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」と

いう。）は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口、産業の現状及び将

来の見通し等を勘案して、中長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、

その実現に向けての大きな道筋を明らかにし、当該都市計画区域における都市計画の基

本的な方向性を示すものとして定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区域では、策定からおおむね 20 年後の都市の姿を展望したうえで、「都市計画の目

標」、「主要な都市計画の決定の方針」を定めるとともに、おおむね 10 年以内に優先的

に整備する都市施設、市街地開発事業等の都市計画の基本的な方針を定めている。 

 

②役割 

都市計画区域マスタープランの役割は、住民に都市の将来像を示すとともに、個々の

都市計画が将来像実現のためにどのような役割を果たすかを示すことである。これらの

役割を具体的に示すと、以下の 3 つにまとめられる。 

・住民にわかりやすい都市の将来像の提示 

・広域的、根幹的な施設及び主要な都市機能配置の合意形成の円滑化 

・実効性のある都市の整備、開発、保全の推進 

  

■都市計画法 

 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

第６条の２ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針を定めるものとする。 

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第１号に掲げる事項を定めるものと

するとともに、第２号及び第３号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 

(1) 次条第１項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときは

その方針 

(2) 都市計画の目標 

(3) 第１号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に

関する主要な都市計画の決定の方針 

３ 都市計画区域について定められる都市計画（第 11 条第１項後段の規定により都市計

画区域外において定められる都市施設（以下「区域外都市施設」という。）に関するも

のを含む。）は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなけれ

ばならない。 

 



 

真庭都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 【 4 】 

 

③見直しの背景 

本県では、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を平成16（200

4）年５月に策定し、その後、市町村合併等による都市計画区域の再編や社会情勢の変

化等にあわせて、随時改定を行ってきた。平成29（2017）年３月には、人口減少の進

行や低密度の市街地の拡散に対応した、公共交通を軸に拠点が連携する都市構造によ

る持続可能な都市づくりを推進していくことなどを柱とし、県内全都市計画区域の

「都市計画区域マスタープラン」を改定した。 

その後も人口減少や少子化・高齢化が進行する中、市街化区域では人口密度が増加

し、駅等の拠点への人口集積が進みつつあるものの、更なる人口減少、少子化・高齢

化への対応や中心市街地の衰退が見られる地域への対応などが課題となっている。ま

た、マイカー利用の増加などによる公共交通利用者数の減少に加え、ドライバー等の

人手不足の深刻化の影響などにより、路線バス等の廃止や減便が見られ、公共交通の

利便性が低下するなどの問題が生じている。さらに、税収入の減少や福祉施策等の行

政コストの増大に伴う行政経費の制約があるなかで、都市基盤の整備や維持管理コス

トが増大することにより、適切な都市的サービスの水準を維持できなくなることが懸

念される。 

加えて、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュー

トラルの実現に向けて、脱炭素に資する都市づくりが求められている。 

これらの課題を解決するためには、引き続き、公共交通を軸にした集約型都市構造

による持続可能な都市の実現を目指し、すべての世代が住みたいと感じる（＝魅力あ

る）都市づくりを進めることが必要であり、地域の実情に応じた持続可能な魅力ある

都市の将来像を示していくことが求められている。また、頻発、激甚化する自然災害

や南海トラフ地震・断層型地震の発生等が懸念されており、災害に強いまちづくりも

必要になっていることから、令和２（2020）年に都市再生特別措置法が改正され、都

市のコンパクト化と併せて災害に強いまちづくりを進めるため、居住や都市機能の誘

導を図る上で、自然災害から生命や財産等を守るために必要となる都市の防災に関す

る機能の確保を図るための指針（防災指針）を立地適正化計画に定めることとされて

いる。 

このような状況を踏まえ、各都市計画区域マスタープランの見直しを行うものであ

る。 
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(2)都市計画区域マスタープランと市町村マスタープラン及び立地適正化計画との関係 

都市計画区域マスタープランは、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域と

して定められる都市計画区域全域を対象として、県が一市町村を超える広域的見地か

ら、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものである。 

一方で、住民に最も身近な地方公共団体である市町村にあっては、都市計画区域マス

タープランに即し、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、より地域に密着し

た都市計画に関する事項を主とする市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マ

スタープラン）を策定することが必要である。さらには、住宅及び都市機能増進施設

（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必

要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）の立地の適正化を図るため

の計画（立地適正化計画）を作成することが求められる。立地適正化計画制度は、都市

全体を見渡しながら今後の都市像を描き公共施設のみではなく住宅及び医療・福祉・商

業等の民間の施設も対象としてその誘導を図るためのものである。 

すなわち、都市計画区域マスタープランでは、広域的、根幹的な都市計画に関する事

項を、市町村マスタープラン及び立地適正化計画では、市町村内においておおむね完結

する地域に密着した都市計画に関する事項を主として定めることが求められているが、

いずれも、中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大き

な道筋を明らかにしようとするものである。 

従来から、都市計画法に基づく都市計画と関連する諸制度により、都市づくりが行わ

れてきたところであるが、立地適正化計画は市町村マスタープランの一部とみなされる

など都市計画法と一体的に機能させるべきものとされており、都市計画法に基づく土地

利用規制や開発許可と立地適正化計画による誘導策を一体的に運用し、都市づくりを進

めていくことが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・個別の都市計画（土地利用規制・誘導、都市施設整備、 

市街地開発事業、地区計画 等） 

・開発許可   ・立地適正化計画による誘導策 

連携／調整 

市町村マスタープラン 
(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 

 

 

都市計画区域マスタープラン 
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 

 
立地適正化計画※ 

(住宅及び都市機能増進施設の 

立地の適正化を図るための計画) 

 

※公表することにより、 

市町村マスタープラン 

の一部とみなされる。 

○第４次晴れの国おかやま生き活きプラン 等 

 岡山県の上位・関連計画 各市町村の基本構想（総合計画等） 

都市づくり

の方針 
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2.岡山県の都市づくりの方針と各都市計画区域の位置づけ 
各都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を定めるにあたっては、県土形

成の観点から、本県の都市づくりの方向性を示し、各都市計画区域の位置づけやま

ちづくりの方向を総括するとともに、各種マスタープラン等の策定における共通ベ

ースとする。 

 

(1)岡山県の都市づくりの方針 
 

  

 

「生き活きおかやま」の実現 

 

 

《2040 年代半ばを見据えた潮流と課題》 

岡山県の都市づくりの方針 

１ 人口減少・少子高齢社会に対応する 

魅力ある都市づくり ４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり ５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり 
３ カーボンニュートラルの実現を目指した 

都市づくり 

《2040 年代半ばの目指すべき岡山の姿》 

すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現！！ 

『第４次晴れの国おかやま生き活きプラン』 

●さらなる人口減少社会・超高齢社会の到来 

 将来の人口推計 

 中山間地域や離島を取り巻く状況 

●激甚化・頻発化する自然災害  

 平成 30 年 7 月豪雨災害の教訓 

 自助・共助・公助による災害対応 

●感染症のリスクと社会経済活動の両立 

 新型コロナウイルス感染症の教訓 

 次なる新興感染症への備え 

●デジタル技術の進展と人材育成  

 ＡＩやデジタル技術を活用した公共サービスの維持・強化 

 デジタル人材の育成 

●カーボンニュートラルの実現 

 今後の気候変動の影響 

 2050 年温室効果ガス排出ゼロに向けた取組 

●グローバル化のさらなる進展 

 ひと・ものの流動性の高まり 

 地球規模の課題解決への積極的な取組 

○結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 

・場所や組織にとらわれない柔軟な働き方が確保され、それぞれ

の地域からの人口の流出には、歯止めがかかっています。 

・若い世代が結婚や子育てを前向きに捉え、それぞれの希望を

かなえています。 

・社会全体で子育てを応援する気運が醸成され、希望する数の

子どもを持ち、安心して子育てできる環境が実現されています。 

○夢を育む教育県岡山の推進 

・各学校は、先端技術の活用や地域との連携を図りながら、子ど

もたち一人ひとりの資質・能力を伸ばし、それぞれに応じた探究

的・協働的な学びを実現しています。 

・将来の夢や目標を持ちながら、グローバルな視点を持って、豊

かな地域社会の創造・発展に積極的に貢献しようとする志を持

った子どもたちが育っています。 

○地域を支える産業の振興 

・東京一極集中の是正の流れを受けた地方への企業分散などに

より、交通・物流インフラ整備等がさらに発展するとともに、デジ

タル技術など成長分野への県内企業の投資が進み、グローバ

ル競争で優位に立つ技術力・生産性を誇っています。 

・リスクに対応できる柔軟で強靭な産業構造が構築され、中長期

的に持続的な成長軌道を維持することが可能となっています。 

○安心で豊かさが実感できる地域の創造 
・大規模災害等が発生した際にも、被害が最小化される強靱な

県土づくりが進むなど、ソフトとハードを組み合わせた対策がさ

れています。 

・高齢化が進む地域において、多様な主体が地域社会の担い手

として活躍し、高齢者等の交通弱者を含む誰もが生活ニーズを

満たすことができる空間の形成が進んでいます。 

・グリーン成長分野でイノベーションが実現し、経済と環境が両立

する取組を通じて、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け

て着実に前進しています。 

『第４次晴れの国おかやま生き活きプラン』 
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(2)各都市計画区域の位置づけ 
 

分   類 
地方生活圏の中心都市 

を含む都市計画区域 

２次生活圏の中心都市 

等を含む都市計画区域 
その他の都市計画区域 

求められる 

主な機能など 

商工業、医療、文化、教

育等について、高度な都

市的サービスを提供する

ための集積など 

地方生活圏中心都市と連携しつ

つ、それらに準じた都市的サー

ビスを提供するための集積など 

他の都市と連携しつつ、日常

生活に密着した、基礎的な都

市的サービスを提供するため

の集積、地域産業・資源を生

かしたまちづくりの舞台など 

対象とする 

都市計画区域 
岡山県南広域、津山広域 

笠岡、井原、高梁、新見、 

備前、真庭、美作、浅口広域 
和気、矢掛、吉備高原、湯原 

注）地方生活圏、２次生活圏：「中国地方要覧（平成16年度版）」による 
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Ⅱ. 真庭都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
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1.都市計画区域の概要 

(1)都市計画区域の名称及び範囲 

①名称 

真庭都市計画区域 

②これまでの経緯 

真庭都市計画区域は、平成 24（2012）年１月 31 日(最終)に決定告示されている。 

③範囲及び規模 

本都市計画区域は、下表に掲げる市町の範囲で構成されている。 

 

市町村名 範 囲 規模(ha) 

真庭市 行政区域の一部 8,919 

R7(2025).3.31 現在          
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2.都市計画の目標 

(1)真庭都市計画区域における都市づくりの現状と課題 

◆人口減少、少子化・高齢化の進行 

・岡山県の人口は平成 17（2005）年をピークに減少しており、真庭都市計画区域にお

いても減少している。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、今後、人口減

少が更に加速すると予想されている。 

・また、真庭市の高齢化率は令和 2（2020）年において 40.0％で、平成 22（2010）年

と比較すると 6.4 ポイント増加し、年少人口率も 1.2 ポイント減少するなど、少子

化・高齢化が進んでおり、税収入の減少、福祉施策等の行政コストの増大が見込まれ

る。 

・このため、人口減少、少子化・高齢化に対応し、効率的な都市構造の実現による持続

可能な都市運営が求められている。 

 

◆公共交通の維持・充実の必要性 

・本区域では、公共交通の利便性が低い地域がみられ、今後も、人口減少などによる公

共交通利用者数の減少に加え、ドライバー等人手不足の深刻化の影響などにより、路

線バス等の減便等、公共交通サービス水準の低下が予想される。また、高齢化の進行

に伴い、自動車等を運転して移動することが困難となる高齢者が増えることも懸念さ

れるため、まちづくりと一体となった利便性の高い公共交通ネットワークの構築を進

めるとともに、公共交通利用の促進を図るなど、公共交通の維持・充実を図ることが

求められている。 

  ・また、県北中部の各拠点や、津山などの高次都市拠点との広域的な公共交通ネットワ

ークの維持・確保に努め、広域連携や地域の生活利便性の向上を図る必要がある。 

 

◆公共施設等の戦略的な維持管理・更新の必要性 

・高度経済成長期等に集中的に整備された公共施設等が老朽化し、今後の維持管理・更

新費用が大幅に増加することが見込まれている。 

・このため、人口減少・財政制約下での効率的・効果的な維持管理・更新に向けて、既

存ストックの長寿命化、統廃合などにより、トータルコストの縮減・平準化を図る

とともに、将来のまちのあり方を見据えた公共施設の集約化・再配置の推進など、

戦略的な取組が求められている。 

 

◆旧都市計画区域ごとに集積した都市機能と周辺地域における日常利便性の低下 

・本区域は旧勝山、旧久世、旧落合の都市計画区域を統合して設定されたため、それ

ぞれの地域ごとに特色のある都市機能が集積しているが、住宅団地などの既存の市街

地で人口の減少が見られるとともに、周辺部では人口が増加しており、人口の低密度

な拡散が進行している。 

・また、用途地域内には低・未利用地が残存している一方で、用途地域外の主要幹線道

路の沿道に商業施設などの立地がみられる。 

・さらに、既存の市街地などでは、買物や医療などの日常生活における利便性が低下し

ている地域がみられる。 
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◆安全・安心な都市づくりの必要性 

・本県は災害の比較的少ない県といわれているが、近年の気候変動に伴い、本区域内で

も豪雨災害による被害が発生するなど、頻発、激甚化する自然災害への対応が求めら

れている。また、著しい地震災害が生じる恐れのある南海トラフ地震の発生やそれ

以外にも大きな被害をもたらす可能性がある断層型地震の発生、大型台風の接近等に

伴う土砂災害等の自然災害の増加が懸念されている。 

・このため、災害に強い都市施設や防災施設の充実、避難路の確保、災害ハザードエリ

アにおける開発抑制等の災害防止に配慮した土地利用など、災害に強い都市づくりを

促進する必要がある。 

・また、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるためには、

増加が懸念されている空き家への対応や、犯罪防止への配慮、「どこでも、誰でも、

自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づく利用しやすい施

設整備とともに、子育て世帯が安心・快適に暮らせる生活空間の形成が必要である。 

・加えて、大規模な火災に対する市街地の安全性を高めるため、まちの不燃化を進める

必要がある。 

 

◆環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・市街地の拡大や自動車利用の増加等により環境負荷が増大しており、2050 年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、環境負荷の小さい都市構造への転換や、公共交通

の利用促進、電気自動車等の普及など、脱炭素型ライフスタイルの定着を図る必要性

が高まっている。 

・また、本区域は旭川に沿って市街地や集落が展開し、後背部は農地や森林が広がって

いる。このように、水と緑の豊かな自然環境を有しているため、これらの資源と調和

した都市づくりを進める必要がある。 

・さらに、これまでの取組等を生かして、住民との協働による環境負荷の低減を図る取

組を推進する必要がある。 

 

◆産業振興による活力向上の必要性 

・経済のグローバル化による国際競争の激化やデジタル技術の進展など、産業を取り巻

く環境は厳しくなっており、雇用機会の確保や経済基盤の強化を進めるため、地域

の特性・優位性を生かした産業振興に努める必要がある。 

 

◆特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・人々のライフスタイルや価値観が多様化する中、「心の豊かさ」が実感できる質の高

い暮らしが求められている。 

・勝山地域の中心部には勝山町並み保存地区があり、また真庭市内には神庭の滝、湯

原温泉、蒜山高原などの県を代表する観光資源が豊富にあることから、高速道路Ｉ

Ｃなどによる交通利便性の高さを生かした交流人口の増加等を図る必要がある。 

・また、デジタル技術を活用した地域資源の多様な魅力の発信や、来訪者の円滑な移動

や快適な滞在の支援に取り組む必要がある。 
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◆連携による相互補完の必要性 

・人口が減少する中で効率的な都市運営を行っていくためには、広域的な連携と役割

分担のもと、県北中部の中心拠点として地域の特性を生かした相互補完を図ってい

く必要がある。 

・なお、真庭市は、岡山連携中枢都市圏の各市町と連携して、人口減少・少子高齢社会

においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会を維持するための拠点を形成する

ことを目的とした連携中枢都市圏構想を推進しており、圏域の更なる発展に向けて、

デジタル技術を活用するなど、取組内容を深化させる必要がある。 
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(2)真庭都市計画区域の都市づくりの基本理念 

真庭都市計画区域は、旧来別々の都市計画区域として整備が進められていた勝山、久

世、落合の３つの都市計画区域を統合して設定された。今後は地域ごとの特性を生かし、

まとまりのある都市計画区域として、県北中部の中心的な役割を担うことが期待されてい

る。 

一方、今後は、更なる人口減少、少子化・高齢化が予想されており、市街地の空洞化や

地域活力の低下が懸念される。 

このような状況を踏まえ、真庭都市計画区域の都市づくりの基本理念を「県北中部の中

心としてふさわしい一体感のある都市づくり」とする。 

 (3)真庭都市計画区域の都市づくりの方針 

第４次晴れの国おかやま生き活きプラン等の上位計画や「岡山県の都市づくりの方

針」、本区域の現状・課題、理念等を踏まえ、本区域の都市づくりの方針を以下のとお

り設定し、住民、企業等、多様な主体との協働・連携による都市づくりを進めていく。 

 

■人口減少・少子高齢社会に対応する持続可能な魅力ある都市づくり 

人口減少、少子高齢社会に対応するため、策定が予定されている立地適正化計画の実効

性の向上を図り、公共交通を軸にしたコンパクトで持続可能な魅力ある都市づくりを推

進する。このため、旧町役場付近に集積している既存の都市施設や公共施設等を積極的に

活用し、行政コストの低減を図りつつ、特色ある拠点づくりと機能分担等に配慮しなが

ら、さらなる都市機能の集積や公共施設等の集約化・再配置を図るとともに、まちづくり

と連携し、地域の実情に応じた利便性の高い公共交通ネットワークを維持・充実し、地域

の拠点や公共交通の利便性が高い地域への計画的な居住の誘導を図るなど、持続可能な都

市構造の実現を目指す。 

 

■一体性のある都市づくりと地域の利便性を向上させる都市づくり 

旭川を重要な都市の構成要素として位置づけ、沿川地域を一つの空間として捉え、都市

計画道路等の都市施設を一体的に構想することにより、勝山地区・久世地区・落合地区の

回遊性・連続性を確保するとともに、集積された既存の都市施設や公共施設等を生かし、

機能分担に配慮した市街地を形成し、真庭市の中心市街地として一体性のある都市づくり

を目指す。 

また、公共交通による各地区へのアクセスを維持・充実させ、地域の生活利便性の向

上を目指すとともに、空き地や空き家の利活用などにより市街地の空洞化を改善し、地

域の実情に応じた計画的・効果的な土地利用のもと、高齢者や子育て世帯も安心して暮

らせる便利で快適な市街地の形成を目指す。 
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■安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

災害時における避難路や避難場所などの機能を備えた都市基盤の整備やまちの不燃化、

災害の発生のおそれのある区域について、災害防止の観点から開発抑制に努めるなど、災

害に強い都市づくりに努める。また、都市施設の長寿命化・耐震化を進めるとともに、災

害時におけるライフラインの早期復旧体制の構築に努める。あわせて、本区域の市街地を

中心に、総合的な治水対策により浸水被害の防止・軽減に努める。 

さらに、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるため、子育

て世帯が安心・快適に暮らせる生活空間の形成や、空き家対策を推進するとともに、道路

整備や公共施設整備などにおいて、犯罪防止への配慮やユニバーサルデザインの視点に立

った都市づくりを進める。 

 

■カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素型の都市づくりを目指し、まとま

りのある効率的な都市づくりを進めるとともに、再生可能エネルギーの普及に取り組み、

電気自動車等の更なる普及や地域の実情に応じた環境負荷の小さい公共交通ネットワー

クの維持・充実及び利用促進を図るなど、都市の脱炭素化を推進する。 

また、市街地を流れる旭川や郊外に広がる優良な農地と後背部の豊かな自然環境の保

全及び調和を図るとともに、緑地や水辺空間を生かした都市づくりを進める。 

さらに、環境負荷の低減や都市内のうるおいの確保という観点から、公園緑地等の維持・

保全に努め、民有地の緑化を推進するなど、まちづくりＧＸを進める。 

 

■産業振興による活力のある都市づくり 

雇用の場の確保や地域経済の活性化を図るため、高速道路ＩＣなどによる利便性の高い

交通環境を生かして、真庭産業団地等への企業誘致を進めるとともに、秩序ある土地利

用のもとで計画的に産業の振興を図る。また、産業のデジタル化やカーボンニュートラル

に資する取組を推進する。 

 

■個性と魅力あふれる都市づくり 

自然、歴史、文化など観光資源や地域特性を生かし、良好な景観形成にも配慮した個性

と魅力あふれる都市づくりを進める。 

また、文化芸術、スポーツなど地域独自の魅力を有する資源を生かしたまちづくりを

推進し、地域の活性化を図る。 

さらに、勝山地区の町並み保存地区などの歴史・観光資源を生かした特色あるまちづ

くりを進める。 

加えて、本区域内外の観光資源のネットワーク化などにより多様な地域資源の有効活用

を促進するとともに、観光分野におけるＤＸに取り組み、持続可能な魅力ある観光地づく

りを進めるなど、交流人口の増加を図り、にぎわいのあるまちづくりを進める。 
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■連携による相互補完を目指した都市づくり 

近隣都市が互いに支えあう持続可能な魅力ある都市づくりを目指し、デジタル技術を

活用するなど、隣接都市や高次都市機能が集積している都市との連携を図り、相互補完体

制の構築に努める。 

そのために、都市計画区域内の道路網の整備や公共交通のネットワーク網を維持・充実

するとともに、周辺都市とを結ぶ幹線道路の整備や鉄道の利便性向上などに努める。 
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 「岡山県の都市づくりの方針」、「本区域の都市計画の目標」について概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜真庭都市計画区域の都市計画の目標＞ 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 

＜関連計画＞ 
・第３次真庭市総合計画 

・真庭市都市計画マスタープラン 等 

 

＜真庭都市計画区域の役割＞ 
 

県北中部における中心としての役割を担う区域 

＜都市づくりの現状と課題＞ 
・人口減少、少子化・高齢化の進行 

・公共交通の維持・充実の必要性 

・公共施設等の戦略的な 

維持管理・更新の必要性 

・旧都市計画区域ごとに集積した都市機能と

周辺地域における日常利便性の低下 

・安全・安心な都市づくりの必要性 

・環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・産業振興による活力向上の必要性 

・特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・連携による相互補完の必要性 

 

＜上位計画＞ 

・第 4 次晴れの国おかやま生き活きプラン 

・第３期おかやま創生総合戦略 

・岡山県国土強靱化地域計画 

・国土形成計画（中国圏広域地方計画） 

・岡山県土地利用基本計画 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 

１ 人口減少・少子高齢社会に対応する 

魅力ある都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

３ カーボンニュートラルの実現を目指した 

都市づくり 

４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり 

＜都市づくりの基本理念＞ 

県北中部の中心としてふさわしい一体感のある都市づくり 
 

 
 
 

 

＜都市づくりの方針＞ 
・人口減少・少子高齢社会に対応する 

持続可能な魅力ある都市づくり 

・一体性のある都市づくりと 

地域の利便性を向上させる都市づくり 

・安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

・カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 

・産業振興による活力のある都市づくり 

・個性と魅力あふれる都市づくり 

・連携による相互補完を目指した都市づくり 
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(4)将来都市構造 

都市づくりの基本理念及び方針に基づき、各拠点の役割分担の下で、拠点間の連携に

よる相互補完により、区域全体の拠点性を向上させるため、将来あるべき都市構造を都

市機能が集積する「拠点」と、それらを広域的に結びつける「軸」の要素から以下のと

おり設定する。 

 

拠
点 

地域都市拠点 
・勝山地区、久世地区、落合地区がそれぞれの特色を生かし

た拠点形成に努め、さらに、３地区が連携して機能の相互

補完をすることで、県北中部の中心としての拠点の形成を

図る。 

市町域程度の圏域を持

ち、行政機能などが一定

以上集積している市街地 

産業拠点 
・真庭産業団地など既存の工業地等を産業拠点として位置

づけ、産業機能の集積を図る。 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点 

・落合総合公園は、広域のレクリエーション拠点としての機

能の充実と活用の促進を図る。 

・宮芝公園、勝山運動公園は、スポーツ・レクリエーション

拠点としての機能の充実と活用の促進を図る。 

軸 

国土連携軸 

・本区域と近畿方面、広島・九州方面、山陰方面とを結ぶ中

国自動車道や米子自動車道を国土連携軸と位置づけ、各方

面との連携強化を図る。 

地域連携軸 

・本区域の各拠点や隣接市町村を結ぶ幹線道路や鉄道を地

域連携軸と位置づけ、本区域内や隣接市町村との連携強化

と国土連携軸へのアクセス強化を図る。 

水辺軸 
・本区域を流れる旭川、備中川、新庄川を水辺軸として位置

づけ、水と自然にふれあう場としての充実に努める。 
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【将来都市構造図】 
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3.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

(1)区域区分の有無 

 

本区域には区域区分を定めない。 

 

○区域区分を行わない理由 

・本区域は、人口約 2.3 万人の小規模な都市であり、人口は減少しており、将来的にも

人口の減少が予測されている。 

・工業出荷額※1及び商業販売額※2は、将来的に増加すると予測されるが、既存の工業団

地や用途地域内の未利用地の積極的な活用により、工業系及び商業系の新たな土地需

要は小さいと予測される。 

・また、用途地域外では、他法令により農用地区域をはじめ、自然環境に重点を置く土

地利用規制がなされていることなどから、本区域では急激な市街化の進行は見込ま

れないと判断される。 

 
※１ 工業出荷額：経済産業省が実施する経済構造実態調査における「製造品出荷額等」を指す。 

※２ 商業販売額：経済産業省が実施する商業統計調査における「年間商品販売額」を指す。 
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4.土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)土地利用の基本方針 

市街地では現行の用途地域を基本に、住宅、商業、工業などの適正な配置による土地

利用を誘導し、空き地や空き家等の利活用とともに、市街地を取り巻く美しい田園景観

や豊かな自然環境の保全を図る。 

 

(2)主要用途の配置の方針 

用途 配置の方針 

商業業務地 ・中国勝山駅及び久世駅周辺、垂水地区の国道 313 号周辺に、区域の中心

となる商業地を配置する。 

・勝山町並み保存地区周辺に、勝山地区の歴史文化を発信する場として、地

場産業と連携しつつ観光を重視した商業地を配置する。 

工業地 ・久世ＩＣ周辺の工業団地が整備されている地区に工業地を配置し、県北中

部の中核的な産業拠点としての充実を図る。 

・目木工業団地や落合工業団地など、工業団地が整備されている地区に工業

地を配置し、環境面に配慮した工業地として育成する。 

・既存の中小工業地は、環境面に配慮した工業地として育成する。 

住宅地 ・中高層を含む比較的高密度の住宅地を市街地の中心部に配置し、中低層を

含む比較的ゆとりある密度の住宅地を中心部以外の市街地に配置する。 

・また、専用住宅地は防災・減災に配慮しながら市街地の周辺部に配置す

る。 

・なお、人口減少等の社会状況の変化に応じ、地域の拠点や公共交通の利便

性、防災面などに配慮した再配置の検討などにより、コンパクトで利便性

の高い住宅地の形成に努める。 
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(3)その他の土地利用の方針 

①用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

地域の土地利用の状況等に応じた地域地区の変更等を行い、適切な建築物の規制、誘

導等により居住環境や商業環境、工場の操業環境などの向上に努める。 

また、騒音、振動及び悪臭など工場周辺の居住環境に影響が大きい場合は、移転を含

む住工分離を促進していく。 

さらに、地域の特性に応じて、土地の高密度・低密度利用を考慮した形態規制の誘導

を図る。 

 

②居住環境の改善又は維持に関する方針 

既存市街地で住宅や店舗等の建物が密集した地域では、空き家や空き店舗の利活用な

どにより、都市基盤の整備やオープンスペースの確保等、居住環境及び防災性の改善に

努める。 

また、道路沿道などの騒音や振動が著しい地区については、居住環境の維持に配慮し

た適正な土地利用の誘導を図る。 

さらに、地区計画や緑地協定、建築協定等を活用し、地域の特性に応じた良好な居住

環境の形成に努める。 

 

③優良な農地との健全な調和に関する方針 

優良農地や営農意欲の高い農地は現況の土地利用を保全する。 

 

④災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域につ

いては、市街化の抑制を図る。 

その他、災害の発生のおそれのある区域についても、災害の危険度や対策の状況を踏

まえつつ、市街化の抑制に努める。 

 

⑤自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する森林、良好な樹林、寺社、文化財・遺跡等については、都

市的開発を抑制し、現在の土地利用を維持していく。その中で、必要な部分については

公園緑地、風致地区等の都市計画を定め、積極的に保全を図る。 

 

⑥計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

土地利用の基本方針を踏まえたうえで、質の高い居住環境の創出や産業振興の促進な

ど、新たな土地利用の実現が必要な地区は、周辺地域の農林漁業との健全な調和につい

てだけでなく、区域のまちづくりにとっての合理性や、効果的かつ効率的な都市づくり

の観点からも十分に検討したうえで、用途地域などの指定、変更を行う。 

 

 



 

真庭都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 【 24 】 

 

5.都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)交通施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)交通体系の整備の方針 

 

◆公共交通の路線網や拠点の維持・充実、サービスの向上 

◆災害に強く、生活や産業を支える交通ネットワークの充実 

◆必要に応じた計画の見直しによる効率的な施設整備 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、中国自動車道及び米子自動車道が通り、国道 181 号が東西に、国道 313

号が南北に走るなど、交通の要衝となっている。また、鉄道はＪＲ姫新線が通り、主

に通勤・通学に利用されている。 

・今後も、鉄道・バス等の公共交通は、地域住民、特に移動手段を持たない高齢者や子

どもにとって重要な交通機関であるとともに、環境負荷の小さい移動手段であるた

め、地域の実情に応じ、路線網、駅等の拠点の維持・充実やサービスの向上を図り、

誰もが快適に利用でき、環境にやさしい交通体系の確立を目指す。 

・さらに、広域的な交流連携強化に資する幹線道路や、本区域内の拠点間連携の強化に

資する道路の整備を進め、生活利便性の向上や産業基盤の強化を図り、災害に強く都

市間の相互補完が図られる交通ネットワークの充実を図る。その際、社会経済情勢

の動向等を踏まえて都市計画道路の配置、規模等を検証したうえで、必要に応じて

計画を見直し、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮しながら効率的

な施設整備を行う。 

・なお、整備にあたっては、犯罪防止やユニバーサルデザイン、沿道環境とともに、子

育て世帯の視点にも配慮する。 
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2)整備水準の目標 

種別 整備水準の目標 

道路 ・令和６（2024）年現在の都市計画道路の改良率は 31.9％である。今後は

交通体系の整備の方針に基づき、長期未整備の都市計画道路や上位計画

等に位置づけられていない道路等については、必要に応じて計画を見直

し、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮しながら効率的

な施設整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H6　 (1994) H11　 (1999) H16　 (2004) H21　 (2009) H26　 (2014) R1　 (2019) R6　 (2024)

改良率 概成率 改良率 概成率 改良率 概成率 改良率 概成率 改良率 概成率 改良率 概成率 改良率 概成率

真庭
都市計画区域

（％） 18.8 34.4 20.3 37.8 21.5 38.1 25.4 42.1 27.6 46.3 27.6 46.3 31.9 56.1

岡山県 （％） 41.8 50.6 47.6 55.7 50.0 58.2 53.4 61.7 58.6 66.4 60.8 68.0 62.5 70.0

※各年 3.31現在 資料：都市計画年報及び都市計画現況調査



 

真庭都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 【 26 】 

 

②主要な施設の配置の方針 

1)道路 

種別 配置の方針 

国土連携道路 ・本区域と近畿方面、広島・九州方面、山陰方面を結ぶ国土連携道路とし

て、中国自動車道と米子自動車道を配置する。 

地域連携道路 ・国道 181 号や 313 号など、隣接都市との連携強化に資する都市間幹線道

路や、旭川を中心に勝山・久世・落合を回遊できる連続性を持った拠点

間幹線道路を地域連携道路として配置し、計画的に整備を進める。 

都市内道路 ・既成市街地内において、まちづくりの骨格となる都市内道路を配置し、

地域の課題に応じた整備を進める。 

 

2)公共交通 

種別 配置の方針 

鉄道 ・環境負荷が小さい鉄道の利用促進に努め、誰もが利用しやすく、安全・

安心で暮らしやすいまちづくりに資する施設の整備改善に努めていく。 

バス ・鉄道との連携も考慮した利便性の高いバス網を構成するとともに、バス

待合所等付属施設の整備に努め、誰にでもやさしい公共交通としてのバ

ス利用を促進する。 

その他の公共

交通 

・既存の鉄道、バスを利用することが困難な地域においては、地域住民、

自治体、交通事業者等の調整により、コミュニティバスやデマンド型乗

合タクシーに加え、AI によるデマンド交通やライドシェアなど最新技

術・制度の活用を検討し、地域に適した公共交通を持続的に確保する。 

 

3)その他 

種別 配置の方針 

駐車場 ・市街地の駐車場については、適正な配置と効率的な利用促進を図る。 
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(2)下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)下水道及び河川の整備の方針 

(ｱ)下水道 

 

◆計画的な下水道整備の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、令和６(2024)年現在、904ha の公共下水道（排水区域）が計画され、順

次その整備が進められている。 

・引き続き、住民の生活環境の向上及び公共用水域の環境基準の早期達成を図るため、

人口を集中すべき地域に先行して普及されるよう計画的な下水道整備を行うととも

に、必要に応じて計画を見直し、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮

しながら効率的な施設整備を行う。 

・また、施設の利用状況や災害時に果たす役割を勘案し、重要度や緊急性の高い施設に

ついて、順次、耐震化を図る。 

・さらに、今後は既存施設の老朽化が進んでいくことから、市町村と県で連携しなが

ら、更なる施設の広域化や維持管理の共同化などに取り組むとともに、計画的な点

検・調査を行い、予防保全の考え方に基づき計画的に維持管理を進めることで、既

存施設の長寿命化を図り、健全な施設運営に努める。 

 

(ｲ)河川 

 

◆計画的な治水対策の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域には、旭川、備中川等の河川が流下しており、順次その整備が進められてい

る。 

・引き続き、流域の治水安全度向上の観点から緊急性の高い箇所から計画的に整備し、

適切な維持管理を行う。 

・また、近年の気候変動の影響による水災害リスクの増大に備えるため、河川流域全体

のあらゆる関係者が協働して流域全体の治水対策を推進する。 

・さらに、都市化に伴い浸水の可能性がある区域について、関係機関の様々な浸水対策

と連携を図りながら効率的な治水対策を講じる。 

・整備にあたっては、地域における河川の役割等を考慮しつつ、親水性や景観等に配

慮した住民に親しまれる水辺の空間づくりを推進する。 
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2)整備水準の目標 

種別 整備水準の目標 

下水道 ・令和６（2024）年の整備率は、公共下水道：71.9％である。 

・当面の目標としては既成市街地の整備を図り、長期的には市街地形成に対

応して計画的に整備する。 

河川 ・治水安全度、浸水の実績等から判断して緊急度の高い箇所から順次整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  整備率＝供用処理区域／計画処理区域 

                   供用処理区域：供用開始告示された処理区域（ha） 

                   計画処理区域：都市計画決定された処理区域（ha） 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

下水道 

(公共下水道) 

・下水道事業計画に基づき、既成市街地を優先的に整備するとともに、今後

の人口及び産業の動向を勘案しつつ、必要に応じて処理区域の見直しを

検討し、効率的な施設整備を行えるよう配置する。 

河川 ・備中川等の河川において、緊急性の高い箇所から順次整備する。 

・自然景観や生態系に配慮し、多自然川づくりを推進する。 

・旭川については、河川管理道路を活用したサイクリングロードの整備や、

河川敷を活用した親水性のある公園の整備を推進する。 

 

③主要な施設の整備目標 

優先的におおむね10年以内に実施することを予定している事業等は次のとおりである。 

 

種別 整備概要 

下水道 真庭市公共下水道（落合処理区） 

真庭市公共下水道（久世勝山処理区） 

河川 備中川 

 

H6　(1994) H11　(1999) H16　(2004) H21　(2009) H26　(2014) R1　(2019) R6　(2024)

整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共）

真庭
都市計画区域

（％）  16.9 47.3 59.8 66.9 71.9

岡山県 （％） 38.8 47.4 55.7 65.2 71.7 78.2 78.4

※各年 3.31現在 資料：都市計画年報及び都市計画現況調査
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(3)その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

 

◆計画的な公共施設の整備 

 

【目指すべき姿】 

・市街地を中心とする経済的、文化的、社会的な都市動態に対応しながら、健康で文

化的な都市生活と機能的な都市活動が確保できるよう、公共施設の効率的かつ合理的

な維持運営や整備に努める。 

・特に、廃棄物の処理については、県が定める廃棄物処理計画に基づき、排出抑制、

再使用、再生利用、熱回収、適正処理などを促進する。 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

ごみ処理施設 ・ごみ処理施設については、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を

考慮したうえで、適正に配置する。 

その他の 

中核的施設 

・火葬場、墓園、市場などのその他の都市施設については、必要に応じて広

域的な連携を図り、計画的に配置する。 

 

③主要な施設の整備目標 

優先的におおむね10年以内に実施することを予定している施設等は次のとおりである。 

 

種別 整備概要 

墓園 鳩ヶ平墓地公園 
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6.市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)主要な市街地開発事業の決定の方針 

 

◆計画的な都市基盤の整備 

◆低・未利用地の有効利用 

 

【目指すべき姿】 

・本区域は、河川及び国・県道沿いを中心に市街地が形成されており、良好な居住環

境、産業活動や都市活動を確保するために、市街地内では都市基盤の整備を計画的

に進め、都市機能の向上を図る。 

・久世駅周辺から市役所周辺にかけては、行政・商業の集積を推進し、都市機能の充実

を図る。 

・勝山町並み保存地区については、町並み保存事業の更なる推進を図るとともに、景

観形成を図る。 

・市街地内の低・未利用地については、市街地開発事業や地区計画制度、民間等による

開発事業などを活用し、道路や公園などの都市基盤が整った面的な整備を促進し、

土地の有効利用を図る。 
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7.自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)基本方針 

 

◆自然環境や緑地の保全 

◆公園や緑地の計画的な整備と緑化の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域は、旭川、備中川を軸とした盆地状の地形で、その後背地に森林などの豊かな

自然が残り、この豊かな自然が市街地の背景となって美しい景観を形成していると

ともに、水源かん養や二酸化炭素吸収源等の環境負荷軽減機能を有している。 

・また、市街地には住民に身近な街区公園等の公園が整備されているとともに、宮芝公

園や落合総合公園、勝山運動公園などが整備され、広域のレクリエーション拠点とし

て機能している。 

・加えて、令和６（2024）年に全国植樹祭が岡山県内で開催され、記念植樹などを通じ

て、多くの人が緑にふれあい、森林・緑に対する理解が深まるなど、住民の緑化に対

する機運が高まっている。 

・このため、多面的な機能を有し貴重な地域資源である豊かな自然環境の保全など、環

境負荷の小さな環境にやさしい都市づくりに努める。 

・さらに、住民の憩いの場となる公園や緑地の整備を計画的に進めるとともに市街地等

の緑化の推進を図るため、緑の広域計画や緑の基本計画の策定を検討するなど総合

的な緑の保全と創出を図り、脱炭素型の都市づくりを進める。 

 

(2)緑地の確保水準 

種別 整備水準の目標 

都市公園等 ・本区域における令和６（2024）年現在の都市計画決定された公園の整備

率は 91.7％、都市公園等の整備水準は 31.91 ㎡／人である。今後は基本

方針に基づき、都市公園等の整備を計画的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6　(1994) H11　(1999) H16　(2004) H21　(2009) H26　(2014) R1　(2019) R6　(2024)

整備率（面積） 整備率（面積） 整備率（面積） 整備率（面積） 整備率（面積） 整備率（面積） 整備率（面積）

真庭
都市計画区域

（％） 62.8 89.9 89.9 64.9 96.5 91.7 91.7

岡山県 （％） 74.6 81.8 82.5 84.0 86.4 87.3 88.6

※各年 3.31現在 資料：都市計画年報及び都市計画現況調査
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(3)主要な緑地の配置の方針 

用途 配置の方針 

環境保全系統 ・動植物の生息・生育地、環境負荷の軽減などの機能を有する緑地として、

旭川、備中川等の河川及び市街地周辺部の樹林等を配置する。 

レクリエーシ

ョン系統 

・多様化するレクリエーション需要に応える緑地等として、日常的に利用さ

れる住区基幹公園（街区、近隣、地区公園）、住民全体で利用する都市基幹

公園（総合、運動公園）、特殊公園（風致公園等）を適切に配置する。 

防災系統 ・避難地、避難場所等として有効な役割を果たす公園緑地として総合公園、

運動公園等を配置し、防災機能を備えた整備を図る。 

・土砂流出や崖くずれ等危険の大きい市街地周辺には災害の防止を図るため

の緑地を配置する。 

景観構成系統 ・都市の良好な景観を創出する貴重な緑地として市街地周辺の樹林や旭川、

備中川等の河川を配置する。 

・真庭を特徴づける景観として、勝山町並み保存地区や旭川を位置づけ、う

るおいとゆとりある美しい景観を形成する。 

歴史的環境の

保全 

・良好な自然環境を支える緑地として、神社仏閣や文化財等と一体となって

歴史的風土を保っている樹林を配置する。 

総合的な緑地

の配置 

・市街地及びその周辺に、全体の配置バランスやアクセス条件を考慮し、基

幹公園、特殊公園、都市緑地等の公園緑地を配置する。 

 

(4)実現のための具体の都市計画制度の方針 

・本区域の自然環境を支える市街地後背部の森林や河川等は、各種制度を活用しつつ保

全・育成を図る。 

・緑の広域計画や緑の基本計画の策定の検討や重点的に緑化を図る地区を設定するなど、

総合的かつ重点的な緑地の整備を促していく。 

・市街地開発事業などの面的整備については、公園、緑地、広場等を都市基盤として総

合的に整備を行っていく。 

・民有地や企業地などについては、地区計画や緑地協定による緑化推進を促していく。 

 

(5)主要な緑地の確保目標 

優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している主要な緑地は次のとおり

である。 

 

種別 名称等 

近隣公園 3・3・1 北町公園 

 


